
議案第５号 

 

   佐倉市印鑑条例及び佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

 佐倉市印鑑条例及び佐倉市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定する。 
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佐倉市条例第   号 

   佐倉市印鑑条例及び佐倉市手数料条例の一部を改正する条例 

 （佐倉市印鑑条例の一部改正） 

第１条 佐倉市印鑑条例（昭和４９年佐倉市条例第４４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第５条第２項第２号及び第６条第１項第３号中「第１２条第１項第１号」

を「第１０条第１項第１号」に改める。 

  第９条第１項に次のただし書を加える。 

   ただし、印鑑登録者が自ら申請した場合であって、市長が第４条第３項

第１号に規定する書類の提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であ

ることを確認したときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。 

  第１０条及び第１１条を削る。 

  第１２条第２項中「印鑑登録証」を「印鑑登録証明書」に改め、同条を第

１０条とし、第１３条から第１８条までを２条ずつ繰り上げる。 

 （佐倉市手数料条例の一部改正） 

第２条 佐倉市手数料条例（平成１２年佐倉市条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第１の１７の項中「、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された

端末機（本市が設置したものに限る。以下「自動交付機」という。）による交

付の場合にあっては、１通につき３００円」を削り、同表１９の項中「、自

動交付機による交付の場合にあっては、１通につき３００円」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年１２月２９日から施行する。ただし、第１条中佐倉市

印鑑条例第９条第１項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。 


